
 

 

消 表 対 第 １ ７ ４ 号 

平成２９年２月１４日 

 

 

日本サプリメント株式会社 

代表取締役 増田 毅 殿 

 

消費者庁長官 岡村 和美    

(公印省略) 

 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの

食品、「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品、「ペプチド茶」と

称する食品、「ペプチドストレート」と称する食品及び「ペプチドスープＥＸ」と称する食

品（以下これらを併せて「ペプチドシリーズ５商品」という。）の各商品の取引について、

それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示

法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行

っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴  貴社は、ペプチドシリーズ５商品の各商品の取引に関し貴社が行った後記アの表示

はそれぞれ後記イのとおりであって、ペプチドシリーズ５商品の各商品の内容につい

て、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもので

あり、景品表示法に違反するものであることから、これらの表示は、ペプチドシリー

ズ５商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると

示すものである旨を確認するとともに、今後、ペプチドシリーズ５商品又はこれらと

同種の商品の取引に関し、後記ア及びイ記載の表示と同様の表示が行われることを防

止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければ

ならない。 

ア ペプチドシリーズ５商品の各商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「

ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品にあっては、平成
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１７年９月頃から平成２８年９月１７日までの間、容器包装において、健康増進法

に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成２１年内閣府令第５７号

）第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載するとと

もに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消費者庁許可保健機能食品（特定保健

用食品）」、「血圧が高めの方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保

健用食品）●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が

高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安量：１日当たり６粒（かつお節オリ

ゴペプチド１．５ｇ、ＬＫＰＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」

、「栄養成分量及び熱量（６粒、１．７１ｇあたり）」、「関与成分：かつお節オ

リゴペプチド･･･････････････････････１．５ｇ（ＬＫＰＮＭとして ５ｍｇ）」

等と別表記載のペプチドシリーズ５商品の各商品について、それぞれ、同表「表示

媒体」欄記載の表示媒体に、同表「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示

内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、ペプチドシリーズ５商品の

各商品それぞれが特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたもの

であるかのように示す表示 

イ 実際には、ペプチドシリーズ５商品の各商品は、それぞれ、遅くとも平成２３年

８月以降、品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験検査が

行われておらず、また、平成２６年９月に、関与成分の特定ができないことが判明

しており、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２６条第１項の規定に基づ

く特定保健用食品の許可の要件を満たしていないものであった。 

⑵  貴社は、今後、ペプチドシリーズ５商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、前

記⑴ア及びイ記載の表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、

一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならな

い。 

⑶  貴社は、前記⑴に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長

官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  日本サプリメント株式会社（以下「日本サプリメント」という。）は、大阪市北区

茶屋町１９番１９号に本店を置き、食品、加工食品、健康食品等の販売業等を営む事

業者である。 

⑵  日本サプリメントは、ペプチドシリーズ５商品を通信販売の方法により一般消費者

に販売しているところ、ペプチドシリーズ５商品の表示内容を自ら決定している。 
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⑶  特定保健用食品は、健康増進法第２６条第１項又は同法第２９条第１項の規定に基

づき、内閣府令で定める特別の用途のうち、特定の保健の用途に適する旨の表示をす

ることについて、消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品であって、食生活の改善

に寄与することを目的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適す

る旨を表示することが許可又は承認されているものである。 

⑷  特定保健用食品の表示に当たっては、食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄

与することが期待できるものであって、次の要件等に適合するものについて許可等を

行うものとしている。 

ア 食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医

学的、栄養学的に明らかにされていること。 

イ 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるもの

であること。 

ウ 食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。 

エ 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由が

ある場合には、この限りではない。 

(ｱ) 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法 

(ｲ) 定性及び定量試験方法 

⑸ア 日本サプリメントは、ペプチドシリーズ５商品の各商品を一般消費者に販売する 

に当たり、例えば、「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの

食品にあっては、平成１７年９月頃から平成２８年９月１７日までの間、容器包装

において、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第

１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載するとともに、「か

つお節オリゴペプチド配合」、「消費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」

、「血圧が高めの方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食品）

●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に

適した食品です。」、「●摂取目安量：１日当たり６粒（かつお節オリゴペプチド

１．５ｇ、ＬＫＰＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄養成

分量及び熱量（６粒、１．７１ｇあたり）」、「関与成分：かつお節オリゴペプチ

ド･･･････････････････････１．５ｇ（ＬＫＰＮＭとして ５ｍｇ）」等と別表記

載のペプチドシリーズ５商品の各商品について、それぞれ、同表「表示媒体」欄記

載の表示媒体に、同表「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記

載のとおり記載することにより、あたかも、ペプチドシリーズ５商品の各商品それ

ぞれが特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかの
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ように示す表示をしていた。 

イ 実際には、ペプチドシリーズ５商品の各商品は、それぞれ、遅くとも平成２３年

８月以降、品質管理として、包装後の製品における関与成分についての試験検査が

行われておらず、また、平成２６年９月に、関与成分の特定ができないことが判明

しており、健康増進法第２６条第１項の規定に基づく特定保健用食品の許可の要件

を満たしていないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、日本サプリメントは、自己の供給するペプチドシリーズ５商品の

各商品の取引に関し、それぞれ、ペプチドシリーズ５商品の各商品の内容について、一

般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を

誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

る表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に

該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８

条第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求を

することができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の

日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくな

る。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項

及び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴え

を提起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え
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を提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

る。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１

年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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ペプチドシリーズ５商品の表示 

 

１ 「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０粒入りの食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１７年９

月頃から平成

２８年９月１

７日までの間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が高め

の方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食

品）●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食

品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安量：

１日当たり６粒（かつお節オリゴペプチド１．５ｇ、ＬＫＰＮ

Ｍとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄養成

分量及び熱量（６粒、１．７１ｇあたり）」、「関与成分：かつ

お節オリゴペプチド･･･････････････････････１．５ｇ（ＬＫＰ

ＮＭとして ５ｍｇ）」と記載。 

              別添写し１－１

新 聞 折 り

込 み チ ラ

シ 

遅くとも平成

２７年７月６

日から同月７

日までの間 

 

「トクホだから有用性は国が審査済み。」、「『ペプチドエー

スつぶタイプ』の原料は、日本人が古くより食してきた伝統食

品かつお節。その中から血圧に働きかける成分『かつお節オリ

ゴペプチド』を発見しました。さまざまな検証を繰り返し、臨

床実験で有用性を実証。消費者庁から『血圧が高めの方に適し

た食品』として特定保健用食品（トクホ）の表示許可を取得し

ています。」と記載の上、健康増進法に規定する特別用途表示

の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別

記様式第２号による許可証票を記載。 

「特定保健用食品血圧カテゴリー７年連続通販売上Ｎｏ．１」

と記載の上、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関

する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号

による許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と称

する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載。 

「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品

で、血圧が高めの方に適した食品です。」と記載。 

「国からトクホの許可を取得」、「血圧が高めの方に適した『ペ

プチドエースつぶタイプ』」と記載の上、健康増進法に規定す
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表示媒体 表示期間 表示内容 

る特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号

の規定に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載。 

「有用性は審査済み」、「『血圧が高めの方に適した食品』と

して、国から有用性や安全性を審査された、特定保健用食品（ト

クホ）。食事管理や運動と併せて取り入れていただくことで、

日々の健康管理をサポートします。」、「特定保健用食品血圧

カテゴリー７年連続通販売上Ｎｏ．１」、「●許可表示：本品

はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方

に適した食品です。」等と記載。 

    別添写し１－２

新聞 遅くとも平成

２６年４月１

５日から平成

２８年６月２

７日までの間 

 

「血圧が高めで気になる方注目！ペプチドエースつぶタイプ」

と記載した上で、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等

に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第

２号による許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」

と称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載。

「この実績にご注目ください！」、「特定保健用食品血圧カテ

ゴリー８年連続通販売上ＮＯ．１」、「ご存じですか？有用成

分を『かつお節』から抽出」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号の規定に掲げる同令別記様式第２号による

許可証票を記載するとともに、「国の審査を受け表示許可を得

た特定保健用食品●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチド

を配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と

記載。 

別添写し１－３

遅くとも平成

２６年１１月

２３日から平

成２８年５月

１８日までの

間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と

称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装の画像を記載する

とともに、「特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上

Ｎｏ．１」、「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを

配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と記

載。 
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表示媒体 表示期間 表示内容 

別添写し１－４

遅くとも平成

２６年４月１

８日から平成

２８年６月３

０日までの間 

 

「血圧が高め気になるなら試してほしい。」と記載の上、健康

増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８

条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を

記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１

８０粒入りの食品の容器包装の画像とともに、「特定保健用食

品血圧カテゴリー８年連続通販売上Ｎｏ．１」、「●許可表示：

本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高め

の方に適した食品です。」等と記載。 

別添写し１－５

テ レ ビ 放

送 

遅くとも平成

２８年７月２

０日から同年

９月１７日ま

での間 

 

 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府

令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可

証票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」

と称する錠剤状１８０粒入りの食品の容器包装等の映像 

「許可表示:本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、

血圧が高めの方に適した食品です。」等の文字 

「トクホをとっているし、いいかもしれん。飲んでみようかな

～と思って」等の音声 

 別添写し１－６
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

「特定保健用食品 ペプチドエースつぶタイプ 血圧が高めの

方へ 『ペプチドエースつぶタイプ』は、血圧が高めの方に適

した特定保健用食品です。」と記載の上、健康増進法に規定す

る特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号

に掲げる同令別記様式第２号による許可証票及び同許可証票を

掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状１８０

粒入りの食品の容器包装の画像を記載。 

「『ペプチドエースつぶタイプ』の特長」として「実証された

有用性」、「かつお節から生まれた特定保健用食品」と記載の

上、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣

府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許

可証票を記載。 

「消費者庁許可『特定保健用食品』という実績」として「『ペ

プチドエースつぶタイプ』は、『血圧が高めの方に適した食品』

として、消費者庁からその有用性を認められた特定保健用食品

（トクホ）です。」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「特定保健用食品とは、有用性や安全

性が科学的に確認され、健康に役立つことの表示をしてもよい

と消費者庁が許可した食品です。」、「『ペプチドエースつぶ

タイプ』は、特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上

シェアＮｏ．１。」等と記載。 

                 別添写し１－７
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２ 「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入りの食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１７年９

月頃から平成

２８年９月１

７日までの間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号の規定に掲げる同令別記様式第２号による

許可証票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、

「消費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が

高めの方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健

用食品）●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合し

た食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目

安量：１日当たり６粒（かつお節オリゴペプチド１．５ｇ、Ｌ

ＫＰＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄

養成分量及び熱量（６粒、１．７１ｇあたり）」、「関与成分：

かつお節オリゴペプチド･･･････････････････････１．５ｇ（Ｌ

ＫＰＮＭとして ５ｍｇ）」と記載。           

 別添写し２－１

新 聞 折 り

込 み チ ラ

シ 

遅くとも平成

２７年７月６

日から同月７

日までの間 

 

「トクホだから有用性は国が審査済み。」、「『ペプチドエー

スつぶタイプ』の原料は、日本人が古くより食してきた伝統食

品かつお節。その中から血圧に働きかける成分『かつお節オリ

ゴペプチド』を発見しました。さまざまな検証を繰り返し、臨

床実験で有用性を実証。消費者庁から『血圧が高めの方に適し

た食品』として特定保健用食品（トクホ）の表示許可を取得し

ています。」と記載の上、健康増進法に規定する特別用途表示

の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別

記様式第２号による許可証票を記載。 

「特定保健用食品血圧カテゴリー７年連続通販売上Ｎｏ．１」、

「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品

で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「国からトクホの

許可を取得」、「血圧が高めも方に適した『ペプチドエースつ

ぶタイプ』と記載の上、健康増進法に規定する特別用途表示の

許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記

様式第２号による許可証票を記載。 

「有用性は審査済み」、「『血圧が高めの方に適した食品』と

して、国から有用性や安全性を審査された、特定保健用食品（ト

クホ）。食事管理や運動と併せて取り入れていただくことで、

日々の健康管理をサポートします。」、「特定保健用食品血圧

10



 

 

表示媒体 表示期間 表示内容 

カテゴリー７年連続通販売上Ｎｏ．１」、「●許可表示：本品

はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方

に適した食品です。」等と記載。    

 別添写し１－２

新聞 遅くとも平成

２６年４月１

５日から平成

２８年６月２

７日までの間 

 

「この実績にご注目ください！」、「特定保健用食品血圧カテ

ゴリー８年連続通販売上ＮＯ．１」、「ご存じですか？有用成

分を『かつお節』から抽出」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「国の審査を受け表示許可を得た特定

保健用食品」、「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチド

を配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と

記載。 

別添写し１－３

遅くとも平成

２６年１１月

２３日から平

成２８年５月

１８日までの

間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「特定保健用食品血圧カテゴリー８年

連続通販売上Ｎｏ．１」、「●許可表示：本品はかつお節オリ

ゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品で

す。」等と記載。 

別添写し１－４

遅くとも平成

２６年４月１

８日から平成

２８年６月３

０日までの間 

 

「血圧が高め気になるなら試してほしい。」と記載の上、健康

増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８

条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を

記載。 

「特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上Ｎｏ．１」、

「●許可表示：本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品

で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と記載。 

別添写し１－５
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表示媒体 表示期間 表示内容 

テ レ ビ 放

送 

遅くとも平成

２８年５月１

２日から同年

９月１５日ま

での間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースつぶタイプ」と

称する錠剤状９０粒入りの食品の容器包装等の映像 

「許可表示:本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、

血圧が高めの方に適した食品です。」等の文字 

「さらにトクホという信頼感。」等の音声 

           別添写し２－２

ラ ジ オ 放

送 

遅くとも平成

２６年１１月

４日から平成

２７年１０月

３０日までの

間 

「血圧が高めの方に適した特定保健用食品『ペプチドエースつ

ぶタイプ』をオススメします。」、「摂りやすくて続けやすい、

日本サプリメントのトクホ、ペプチドエースつぶタイプ。」等

の音声 

             別添写し２－３
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表示媒体 表示期間 表示内容 

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

「特定保健用食品 ペプチドエースつぶタイプ 血圧が高めの

方へ 『ペプチドエースつぶタイプ』は、血圧が高めの方に適

した特定保健用食品です。」と記載の上、健康増進法に規定す

る特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号

に掲げる同令別記様式第２号による許可証票を記載。 

「『ペプチドエースつぶタイプ』の特長」として「実証された

有用性」、「かつお節から生まれた特定保健用食品」と記載の

上、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣

府令第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許

可証票を記載。 

「消費者庁許可『特定保健用食品』という実績」として「『ペ

プチドエースつぶタイプ』は、『血圧が高めの方に適した食品』

として、消費者庁からその有用性を認められた特定保健用食品

（トクホ）です。」と記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「特定保健用食品とは、有用性や安全

性が科学的に確認され、健康に役立つことの表示をしてもよい

と消費者庁が許可した食品です。」、「『ペプチドエースつぶ

タイプ』は、特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上

シェアＮｏ．１。」等と記載。 

                 別添写し１－７

遅くとも平成

２６年４月１

日から平成２

８年９月１８

日までの間 

「特定保健用食品血圧カテゴリー８年連続通販売上Ｎｏ．１」、

「かつお節オリゴペプチド配合 特定保健用食品 ペプチドエ

ースつぶタイプ」と記載の上、健康増進法に規定する特別用途

表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号の規定に掲

げる同令別記様式第２号による許可証票及び同許可証票を掲載

した「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状９０粒入り

の食品の容器包装の画像を記載。 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号の規定に掲げる同令別記様式第２号による

許可証票を記載するとともに、「特定保健用食品（トクホ）と

は、有用性や安全性が科学的に確認され、健康に役立つことの

表示をしてもよいと消費者庁が許可した食品です。」等と記載。
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表示媒体 表示期間 表示内容 

             別添写し２－４
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３ 「ペプチド茶」と称する食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１３年１

２月頃から平

成２８年９月

１７日までの

間 

 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が高め

の方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食

品）●許可表示：本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した

食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安

量：１日当たり２袋（かつお節オリゴペプチド１．５ｇ、ＬＫ

ＰＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄

養成分量及び熱量（１袋、１．８ｇあたり）」、「関与成分：か

つお節オリゴペプチド･･０．７５ｇ（ＬＫＰＮＭとして ２．

５ｍｇ）」と記載。 

別添写し３

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチド茶」と称する食品の容

器包装の画像を記載するとともに、「特定保健用食品 お好み

のタイミングで召し上がりたい方へペプチド茶（むぎ茶配合）」

と記載。 

  別添写し１－７

 

  

15



 

 

４ 「ペプチドストレート」と称する食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１３年１

２月頃から平

成２８年９月

１７日までの

間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が高め

の方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食

品）●許可表示：本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した

食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安

量：１日当たり１袋（かつお節オリゴペプチド１．５g、ＬＫＰ

ＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄養

成分量及び熱量（１袋、２ｇあたり）」、「関与成分：かつお節

オリゴペプチド･･･１．５ｇ（ＬＫＰＮＭとして ５ｍｇ）」と

記載。 

    別添写し４

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドストレート」と称する

食品の容器包装の画像を記載するとともに、「特定保健用食品

つぶタイプが苦手な方へ ペプチドストレート」と記載。 

            別添写し１－７
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５ 「ペプチドスープＥＸ」と称する食品の表示 

表示媒体 表示期間 表示内容 

容器包装 平成１３年１

２月頃から平

成２８年９月

１７日までの

間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票を記載するとともに、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消

費者庁許可保健機能食品（特定保健用食品）」、「血圧が高め

の方に適した食品です。」、「●保健機能食品（特定保健用食

品）●許可表示：本品は、かつお節オリゴペプチドを配合した

食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」、「●摂取目安

量：１日当たり１袋（かつお節オリゴペプチド１．５ｇ、ＬＫ

ＰＮＭとして５ｍｇ）を目安にお召し上がり下さい。」、「栄

養成分量及び熱量（１袋、３．４ｇあたり）」、「関与成分：か

つお節オリゴペプチド･･１．５ｇ（ＬＫＰＮＭとして ５ｍｇ）」

と記載。 

 別添写し５

ウ ェ ブ サ

イト 

遅くとも平成

２６年３月１

日から平成２

８年９月１７

日までの間 

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令

第８条第１項第６号に掲げる同令別記様式第２号による許可証

票及び同許可証票を掲載した「ペプチドエースＥＸ」と称する

食品の容器包装の画像を記載するとともに、「特定保健用食品

お食事として摂りたい方へ ペプチドスープＥＸ（しいたけ

味）」と記載。 

    別添写し１－７
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21

HE125
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別添写し1-3



22

HE125
テキストボックス
別添写し1-4



23

he159
長方形

HE125
テキストボックス
別添写し1-5



ナレーション「そ

こで血圧 130 を超

えたら特定保健用

食品ペプチドエー

スつぶタイプ。」 

セリフ「トクホを

とっているし、い

いかもしれん。飲

んでみようかな～

と思って。」 

ナレーション「そ

の秘密は答えは、

このペプチドエー

スつぶタイプにあ

りました。」 
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ナレーション「ペプ

チドエースつぶタ

イプは国が効果を

認めた特定保健用

食品。」 

ナレーション「血

圧が高めの方にペ

プチドエースつぶ

タイプは 1 袋 180

粒入り。」 
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セリフ「トクホの

許可もとっている

し。」 

ナレーション「か

んたんに血圧対策

ができる特定保健

用食品ペプチドエ

ースつぶタイプ。」 

ナレーション「そ

の秘密は答えは、

このペプチドエー

スツブタイプにあ

りました。」 
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ナ レ ー シ ョ ン

「ペプチドエー

スつぶタイプは

国が効果を認め

た特定保健用食

品。」 

ナ レ ー シ ョ ン

「ペプチドエー

スつぶタイプは

1袋180粒およそ

１か月入って消

費税込みで 3，

780円。」 

ナ レ ー シ ョ ン

「 そ こ で 血 圧

130 を超えたら

特定保健用食品

ペプチドエース

つぶタイプ。」 
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ナレーション

「答えはペプ

チドエースつ

ぶタイプにあ

りました。」 

ナレーション 

「ペプチドエ

ースつぶタイ

プは特定保健

用食品血圧カ

テゴリー８年

連続通販売上

ナ ン バ ー ワ

ン。」 

ナレーション

「血圧が高め

の方に特定保

健用食品ペプ

チドエースつ

ぶタイプ。」 
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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第８条第１項第６号の規定

に基づく許可証票が表示され、「さらにトクホという信頼感。」というナレーションとともに、

ペプチドエースつぶタイプを提示。 

「ペプチドエースつぶタイプおよそ 2週間分 1,995円」 
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Ｐ ２ - ５ ４ ０ 【 Ｐ ボ ー ダ ー １ ３ ０ 篇 】 ５ ４ ０ 字

ト ラ イ ス テ ー ジ 日 本 サ プ リ メ ン ト 生 Ｃ Ｍ 秒

月 日 （ ）  読 み 手  さ ん 

生 Ｃ Ｍ 原 稿  

商 品 ／ 日 本 （ に っ ぽ ん ） サ プ リ メ ン ト 「 ペ プ チ ド エ ー ス つ ぶ タ イ プ 」

日 本 サ プ リ メ ン ト か ら 血 圧 が 高 め の 方 に 、

毎 回 大 好 評 の 商 品 を 、 特 別 価 格 で ご 紹 介 し ま す 。

血 圧 っ て 自 分 で は 気 付 き に く い ん で す よ ね 。

高 め の ボ ー ダ ー ラ イ ン は 「 １ ３ ０ 」 と 言 わ れ て ま す 。

今 、 「 あ っ 」 と 思 っ た 方 、 ち ゃ ん と ケ ア し ま し ょ う 。

そ こ で 、 血 圧 が 高 め の 方 に 適 し た 特 定 保 健 用 食 品

「 ペ プ チ ド エ ー ス つ ぶ タ イ プ 」 を オ ス ス メ し ま す 。

こ ち ら リ ピ ー タ ー が 多 い ん で す っ て 。

自 社 調 べ で は 、 初 め て 購 入 さ れ る 方 の リ ピ ー ト 希 望 率 が ８ ８ ． ９ ％ ！

累 計 出 荷 数 は 昨 年 末 時 点 で 、 ７ ０ ０ 万 袋 突 破 と い う 人 気 商 品 で す 。

原 料 は 、 国 内 製 造 の 鰹 節 。 そ こ か ら 抽 出 し た 成 分

「 鰹 節 オ リ ゴ ペ プ チ ド 」 を 配 合 し 穏 や か に 働 き か け ま す 。

し か も 、 軽 く て 持 ち 運 び に も 便 利 な つ ぶ タ イ プ 。

摂 り や す く て 続 け や す い 、 日 本 サ プ リ メ ン ト の ト ク ホ

ペ プ チ ド エ ー ス つ ぶ タ イ プ 。

お よ そ ２ 週 間 分 の ９ ０ 粒 入 り お 試 し タ イ プ を 、

初 め て の 方 、 １ 世 帯 １ 回 １ 袋 に 限 り

ジ ャ ス ト 千 円 ！ 税 込 千 円 ！

し か も 送 料 無 料 。 代 引 ・ 振 込 手 数 料 も 全 て 無 料 。

寒 く な る 季 節 、 き っ ち り と 血 圧 ケ ア し て 乗 り 切 り ま し ょ う 。

千 円 で 気 軽 に 試 せ る こ の 機 会 に ぜ ひ ！

お 問 合 せ は 携 帯 か ら も 繋 が る 通 話 料 無 料

０ １ ２ ０ ‐ ６ ３ ３ ‐ ２ ３ ３ （ 繰 返 し ） 、 日 本 サ プ リ メ ン ト ま で 。

振 込 方 法 、 お 届 け 、 返 品 も お 電 話 で 。

摂 取 上 の 注 意 を よ く 読 ん で お 召 し 上 が り 下 さ い 。
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